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（６）項ロ 施設名称 利用者 

（１） 老人短期入所施設、有料老人ホームなど 高齢者 

（２） 救護施設 生活保護者 

（３） 乳児院 児童 

（４） 障害児入所施設 障害児 

（５） 障害者支援施設、短期入所施設、 
共同生活援助施設など（※１） 

障害者 

（６）項ハ 施設名称 利用者 

（１） 老人デイサービスセンター、老人福祉センターなど 高齢者 

（２） 更正施設 生活保護者 

（３） 助産施設、保育所、児童養護施設 児童 

（４） 児童発達支援センターなど 障害児 

（５） 身体障害者福祉センター、障害者支援施設など（※２） 障害者 
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１ （６）項ロ 自力避難困難者入所福祉施設等 

２（６）項ハ 身体障害者福祉センター等 



設備の種類 設置要件 

消火器 全部 

屋内消火栓設備 延べ面積７００㎡以上 

スプリンクラー設備 全部 
（介助がなければ避難できない者を主

として入所させるもの） 

延べ面積２７５㎡以上 
（介助がなければ避難できない者を主
として入所させるもの以外のもの） 

自動火災報知設備 全部 

漏電火災警報器 延べ面積３００㎡以上 

火災通報装置 全部（自動火災報知設備と連動して起動させることが必要） 

非常警報設備 収容人員５０人以上 

避難器具 その階の収容人員２０人以上（下階にある用途によっては１０人以上） 

誘導灯 全部 

設備の種類 設置要件 

消火器 延べ面積１５０㎡以上 

屋内消火栓設備 延べ面積７００㎡以上 

スプリンクラー設備 床面積合計６,０００㎡以上 

自動火災報知設備 全部（入居・宿泊させるもの） 延べ面積３００㎡以上 
（入居・宿泊させるもの以外のもの） 

漏電火災警報器 延べ面積３００㎡以上 

火災通報装置 延べ面積５００㎡以上 

非常警報設備 収容人員５０人以上 

避難器具 その階の収容人員２０人以上（下階にある用途によっては１０人以上） 

誘導灯 全部 
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１ （６）項ロ 自力避難困難者入所福祉施設等 

２（６）項ハ 身体障害者福祉センター等 



  消防用設備等の種類等 点検の内容及び方法 点検の期間 

消火器及び簡易消火用具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、
誘導標識、消防用水、非常コンセント設備及び無線通信補助設備 機器点検 ６月 

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、
不活性ガス消火設備、 ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火
栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、 ガス漏れ火災警報設
備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連
結散水設備、 連結送水管、非常電源（配線の部分を除く。）並びに総合
操作盤、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅
用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災
報知設備及び共同住宅用非常警報設備、特定小規模施設用自動火災報知
設備、加圧防排煙設備、複合型居住施設用自動火災報知設備、共同住宅
用連結送水管 

機器点検 ６月 

総合点検 １年 

配線 総合点検 １年 

消防用設備等の点検・報告は防火対象物の関係者の義務です！ 

消防法第１７条に基づき消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者 （所有
者・管理者・占有者）は、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長
に報告する義務があります。 

 

【どうして】  
 消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりませ
ん。日ごろの維持管理が十分に行われることが必要なのです。 消防法では消防用設備等の点検・報告ば
かりではなく、整備を含め適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけているのです。 

１ 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告 

２ 点検の内容及び点検の方法 

３ 点検の期間 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

機器点検・・・消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項。 消防
用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項。 

総合点検・・・消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は、当該設備等を使用することにより、
総合的な機能を消防用設備等の点検基準に従い点検する事項。 

４ 報告の期間 

特定防火対象物は１年に１回・・・・映画館、遊技場、キャバレー、飲食店、百貨店、旅館・ホテル、病  
                 院、障害者福祉サービス等を行う事業所、地下街など、不特定多数 
                 の人が出入りする建築物 
非特定防火対象物は３年に１回・・・工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など 
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防火対象物の所在地を管轄する消防署長あて２部提出してください。 

●特定防火対象物・・・・１年に1回        ●非特定防火対象物・・・３年に１回 
（映画館、遊技場、キャバレー、飲食店、      （工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など） 
百貨店、旅館・ホテル、病院・診療所・ 
障害者福祉サービス等を行う事業所など） 
  

  
点検結果を記入した点検結果報告書及び点検票を２部ずつ（正・副本）作成します。 

  
  

  
●機器点検 ･･･ 消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無や機能について、簡易な操作により判別できる事 
         項を消防法に定める技術上の点検基準に従い確認します。（６ヶ月に１回） 
●総合点検 ･･･  消防用設備等を作動又は使用することにより、総合的な機能を点検基準に従い点検します。
（年に１回） 

  
○所有者 
○管理者（ビル管理会社・建物の管理を任されている人等） 
○占有者（テナント・建物（部屋）を借りている人） 
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消防用設備等の点検及び報告までの流れ 

１  点検・報告をしなければならない人  

※必ず、見積もり等の確認をしたうえで、
点検業者の選定を行ってください。 

  

※事前に点検を依頼する業者と日時・手順等
の打ち合わせを十分に行ってください。 

  
２  点  検  を  実  施  す  る  人  

延べ面積 1,000㎡以上 
の特定防火対象物 
  

※点検資格を有する 
○消防設備士 
○消防設備点検資格者 
  

  
１ 

延べ面積 1,000㎡以上の非特
定防火対象物で消防長又は消防署
長の指定するもの 

※点検資格を有する  
○消防設備士  
○消防設備点検資格者  

  
２ 

特定防火対象物（（16項イ）、
（16の２）項及び（16の３）項
を除く） 
の用途に供される部分が、避難
階以外に存するもので、当該避
難階以外の階から避難階又は地
上に直通する階段が、２（屋外
階段又は総務省令で定める階段
にあっては、１）以上ないもの 
  

特定用途（不特定多数の者が出入

する場所）が３階以上の階又は地階

に存するもので直通階段が１つしか

ないもの（屋外階段等があれば免

除。） 

※点検資格を有する 
○消防設備士 
○消防設備点検資格者 

  
３ 

①～③に該当しないもの 

※点検資格を有する 
○消防設備士 
○消防設備点検資格者 
※防火管理者など 

  
４ 

④の防火対象物については、点検
資格を有する消防設備士又は消防
設備点検資格者でなくても点検を
実施することはできますが、消防
用設備等は特殊なものであるため、
消防用設備等の点検については、
点検資格を有する者に依頼するこ
とが望まれます。 

３  消防用設備の点検  
・対象物内の利用者等に実施予定日など知らせてください。 
  

４  点検結果報告書の作成  

５  点検結果報告の期間  

・実施時には立ち会い、適正な点検が行われているか確認してください。 

・点検結果は維持台帳に記録し保管してください。 
６  点検結果報告書の提出先   

なお、不備・不良箇所があった場合は、すみやかに改修してください。 
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   管理権原者 
※防火管理の最終責任者 

 
 

防火管理者 従業員 

選任 指導・監督・指示 

報告・助言 報告 

作
成
届
出 

消防計画を
作成 

管轄の消防署 

防火管理の体系  

防火管理者
を選任 
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【長崎市グループホーム火災（平成25年2月8日発生）】 
 この火災は、長崎県長崎市の認知症高齢者グループホーム
「グループホームベルハウス東山手」で発生し、死者5人、負
傷者7人が発生しました。 
 被害が大きくなった要因の一つとして、施設から消防への
119通報がなされてなかったこと、消火器による初期消火がな
されていなかったことなど、初動対応の遅れが被害拡大に繋
がったと考えられております。 
 この火災を受けて、社会福祉施設等に関する消防法令が改正
されることとなりました。 

出火年月 火災名 死者数 負傷者数 用途 

昭
和
期 

S47.  5 大阪市千日デパートビル火災 118 81 百貨店 

S48.11 熊本市大洋デパート火災 100 124 百貨店 

S55.11 藤原町川治プリンスホテル火災 45 22 ホテル 

S57.  2 千代田区ホテルニュージャパン火災 33 34 ホテル 

S62.  6 東村山市松寿園火災 17 25 社福施設 

平
成
期 

H 2.  3 尼崎市長崎屋百貨店火災 15 6 百貨店 

H13.  9 新宿区歌舞伎町雑居ビル火災 44 3 複合雑居 

近
年
の
主
な
も
の 

H18.  1 大村市グループホーム火災 7 3 社福施設 

H19.  1 宝塚市カラオケボックス火災 3 5 遊技場 

H20.10 大阪市個室ビデオ店火災 15 10 複合雑居 

H21.  3 渋川市老人ホーム火災 10 1 社福施設 

H21.11  杉並区高円寺雑居ビル火災 4 12 複合雑居 

H22.  3 札幌市グループホーム火災 7 2 社福施設 

H24. 5 福山市ホテル火災 7 3 

 

ホテル 

H25. 2 長崎市グループホーム火災 5 7 社福施設 

H25.10 福岡市診療所火災 10 5 

 

診療所 

 

過去の火災事例（昭和40年以降） 
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防火管理維持台帳を作成し、
各種届出等と一緒にこれらの
点検の記録を保存しておいて
下さい。 

消防訓練（消火・避難）は年に２回
以上実施し、管轄の消防署に届出ま
しょう。 

避難口誘導灯のある扉の前や消火器が設置している
場所には、物を置かないようにしましょう。 
 

コンロを使用した後は元栓を
締め、付近に可燃物を置かな
いようにしましょう。 

避難通路には、ダンボールなど可燃物となり、また避
難障害となるような物を置かないようにしましょう。 
 

建物の周囲には、可燃
物を置かないようにし
ましょう。 

コンセントは、こ
まめに掃除しま
しょう。 

テーブルタップは、表示
された消費電力を超えな
い範囲で使用しましょう。 

消防訓練 消防用設備等の自主点検 

火気使用設備等の点検 避難通路の維持管理 

その他の点検 
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防火管理者を選任後、
遅滞なく届出要 

 
項目・用途 

 

（6）項ロ 
（自力避難困難者入所施設等）

 

（6）項ハ 
（身体障害者福祉センター等）

収容人員 10人以上 30人以上 

延べ面積
（建物） 

面積に関係なくすべて 300㎡以上 300㎡未満 

 
必要な資格 

 
甲種防火管理者 

 
甲種防火管理者 

乙種防火管理者 
又は 

甲種防火管理者 

 防火管理者選任（解任）届出書・消防計画作成（変更）届出書（消防法第８条） 
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【熊本市のホームページ】 

「防災・まちづくり・市民参画」⇒「消防・救急」⇒ 
「申請・届出・証明」を選択！！ 

申請・届出・証明リンク先 
http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/List.aspx?c_id=5&class_set_id=2&class_id=310 
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